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議案第６５号
那覇市職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例制定について

総務常任委員会
総務部
人事課

1

議案第６６号
なは市民協働プラザ条例の一部を改
正する条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部

まちづくり協働推進
課

3

議案第６７号
那覇市文化財保護条例の一部を改正
する条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部
文化財課

5

議案第６８号
令和６年度那覇市一般会計補正予算
（第１号）

予算決算常任委員会
（４分科会）

企画財務部
財政課

別冊

議案第６９号
令和６年度那覇市介護保険事業特別
会計補正予算（第１号）

予算決算常任委員会
（教育福祉分科会）

福祉部
ちゃーがんじゅう課

別冊

議案第７０号
令和６年度那覇市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第１号）

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第７１号
財産の取得について（２トン級ごみ
収集車２台）

都市建設環境常任委員会
環境部

クリーン推進課
7

議案第７２号
財産の取得について（消防ポンプ自
動車）

総務常任委員会
消防局
総務課

9

議案第７３号 財産の取得について（真空冷却機） 教育福祉常任委員会
学校教育部
学校給食課

11

議案第７４号
財産の取得について（液晶ディスプ
レイ一体型電子黒板）

教育福祉常任委員会
学校教育部
教育研究所
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議案第７５号

専決処分の承認を求めることについ
て（那覇市税条例及びアメリカ合衆
国軍隊の構成員等の所有する軽自動
車等に対する軽自動車税の種別割の
特例に関する条例の一部を改正する
条例制定）

総務常任委員会
企画財務部

納税課
15

議案第７６号
専決処分の承認を求めることについ
て（那覇市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例制定)

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

45

議案第７７号
沖縄県後期高齢者医療広域連合規約
の変更について

厚生経済常任委員会
健康部

国民健康保険課
49

報告第１５号
令和５年度那覇市一般会計繰越明許
費繰越計算書について

予算決算常任委員会
（４分科会）

企画財務部
財政課

53

報告第１６号
令和５年度那覇市水道事業会計予算
繰越計算書について

予算決算常任委員会
（都市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

61

報告第１７号
令和５年度那覇市下水道事業会計予
算繰越計算書について

予算決算常任委員会
（都市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

63

報告第１８号

専決処分の報告について（那覇市水
道事業及び下水道事業の設置等に関
する条例及び市長等の損害賠償責任
の一部免責に関する条例の一部を改
正する条例制定）

都市建設環境常任委員会
総務部
人事課

65

報告第１９号
専決処分の報告について(市道銘苅
35号歩道切り下げ部接触事故)

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
道路管理課

69

報告第２０号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部

市営住宅課
71

報告第２１号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部

市営住宅課
73
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報告第２２号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部

市営住宅課
75

報告第２３号
専決処分の報告について（車両事
故）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部

建築指導課
77

報告第２４号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

教育福祉常任委員会
生涯学習部

施設課
79

報告第２５号
専決処分の報告について（車両損傷
事故）

教育福祉常任委員会
生涯学習部

施設課
81

報告第２６号
専決処分の報告について（車両事
故）

教育福祉常任委員会
生涯学習部
中央公民館

83





 

 

議案第６５号 

 

 

 

那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 

 

 

那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定す

る。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

獣医師に支給する初任給調整手当の上限額を引き上げ、併せて字句の整理を

行うため、この案を提出する。 
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那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号)の一部を次のように改正す

る。 

 

改正前 改正後 

(初任給調整手当) (初任給調整手当) 

第14条 初任給調整手当は、採用による欠

員の補充が困難であると認められる次の

各号に掲げる職に新たに採用された職員

のうち規則で定めるものに対して、第1

号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から35年以内、第2号に掲げる職に係

るものにあっては採用の日から15年以内

の期間、当該各号に定める額を支給する。 

第14条 [略] 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 科学技術に関する専門的知識を必

要とする職(前号に掲げる職を除く。)

で規則で定めるもの 月額3万円以内

で規則に定める額 

(2) 科学技術に関する専門的知識を必

要とする職(前号に掲げる職を除く。)

で規則で定めるもの 月額5万5,000円

以内で規則で定める額 

2～3 [略] 2～3 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

(施行期日等) 

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(次項にお

いて「改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。 

(給与の内払) 

2 改正後条例の規定を適用する場合においては、改正前の那覇市職員の給与に関する条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。 
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議案第６６号 

 

 

 

なは市民協働プラザ条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

なは市民協働プラザ条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 なは市民活動支援センターの開館時間を改めるため、この案を提出する。 
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なは市民協働プラザ条例の一部を改正する条例 

 

なは市民協働プラザ条例(平成26年那覇市条例第40号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(開館時間及び休館日) (開館時間及び休館日) 

第16条 市民活動センターの開館時間は、

次のとおりとする。ただし、第23条第1項

の規定により市長が指定するもの(以下

この章において「指定管理者」という。)

は、必要があると認めるときは、市長の

承認を得て開館時間を変更することがで

きる。 

第16条 [略]  

(1) 月曜日、火曜日及び木曜日から土曜

日まで 午前9時から午後9時まで 

(1) 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日

 午前9時から午後9時まで 

(2) 日曜日及び水曜日 午前9時から午

後5時まで 

(2) 日曜日、水曜日及び土曜日 午前9

時から午後5時まで 

2 [略]  2 [略]  

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の

欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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     議案第６７号 

 

 

 

那覇市文化財保護条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市文化財保護条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

那覇市文化財保護条例（以下「本条例」という。）の一部規定を、那覇市文化財

調査審議会規則で規定することに伴い、本条例から当該規定を削除するため、この

案を提出する。 
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３ 

 

那覇市文化財保護条例の一部を改正する条例 

 

那覇市文化財保護条例(昭和48年那覇市条例第24号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(調査審議会) (調査審議会) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2 調査審議会は、委員12人以内で組織し、

委員は、学識経験者のうちから教育委員

会が委嘱する。 

 

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

ただし、補充委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

4 [略] 2 [略] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分を

削る。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号 

 

 

 

財産の取得について（２トン級ごみ収集車２台） 

 

 

 

 次のとおり２トン級ごみ収集車を購入する。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 １ 品名、規格及び数量  ２トン級ごみ収集車２台 

 

 ２ 購 入 の 目 的  迅速なごみ収集体制を維持するため、老朽化してい

る２トン級ごみ収集車を更新する。 

 

３ 購 入 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

 

（提案理由） 

２トン級ごみ収集車を更新する目的で購入する財産について、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の

議決を必要とするため、この案を提出する。 
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議案第７２号 

 

 

     財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

 

 

 

 次のとおり消防ポンプ自動車を購入する。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 １ 品名、規格及び数量  水槽付消防ポンプ自動車 Ⅱ型 

１台（Ａ－２級ポンプ、水槽容量 2,000ℓ） 

 

 ２ 購 入 の 目 的  現有する消防ポンプ自動車の老朽化による消防力の

低下を防ぐため、車齢 25年となる車両を更新し、消

防力の強化を図る。 

 

３ 購 入 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

 

（提案理由） 

車齢 25 年となる消防ポンプ自動車を更新する目的で購入する財産について、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を必要とするため、この案を提出する。 
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議案第７３号 

 

 

財産の取得について（真空冷却機） 

 

 

 次のとおり真空冷却機を購入する。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 １ 品名、規格及び数量  真空冷却機  １台 

 

      ２ 購 入 の 目 的  小禄学校給食センターの真空冷却機について、既

存機器の老朽化に伴い、新たに真空冷却機を取得

することで、児童生徒への安全安心でバランスの

取れた給食提供を図る。 

 

３ 購 入 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

 

（提案理由） 

給食センター設備整備事業で購入する真空冷却機について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議

決を必要とするため、この案を提出する。 
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                            議案第７４号 

 

 

 

財産の取得について（液晶ディスプレイ一体型電子黒板） 

 

 

 

 次のとおり液晶ディスプレイ一体型電子黒板を購入する。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 １ 品名、規格及び数量  液晶ディスプレイ一体型電子黒板  198台 

               

      ２ 購 入 の 目 的  電子黒板と児童の端末を連携させる等わかりやす

い授業を展開し、学習意欲の向上を図る。 

 

３ 購 入 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

 

（提案理由） 

液晶ディスプレイ一体型電子黒板の購入について、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、この案を提出

する。 
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 議案第７５号 

 

 

 

専決処分の承認を求めることについて 

   （那覇市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽 

   自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部 

を改正する条例制定） 

 

 

 

 地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

「地方税法等の一部を改正する法律」が令和６年３月 30日に公布されたこと

等に伴い、那覇市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動

車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する必要が

生じたが、令和６年４月１日施行のため急を要し、議会を招集する時間的余裕

がなく、専決処分したので、その承認を求めるため、この案を提出する。 
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専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第179条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和６年３月31日 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

件名 那覇市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条例 
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   那覇市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽

自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

(那覇市税条例の一部改正) 

第1条 那覇市税条例(昭和47年那覇市条例第80号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(市民税の減免) (市民税の減免) 

第51条 [略] 第51条 [略] 

2 前項の規定によって市民税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付

し、これを市長に提出しなければならな

い。 

2 前項の規定により市民税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならない。

ただし、その者が前項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、市民

税を減免する必要があると市長が認める

場合は、この限りでない。 

(1)～(3) [略] (1)～(3) [略] 

3 第1項の規定によって市民税の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

3 第1項の規定により市民税の減免を受け

た者は、その事由が消滅した場合には、直

ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。 

(固定資産税の減免) (固定資産税の減免) 

第71条 [略] 第71条 [略] 

2 前項の規定によって固定資産税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を

受けようとする事由を証明する書類を添

付し、これを市長に提出しなければなら

ない。 

2 前項の規定により固定資産税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書に減免を受

けようとする事由を証明する書類を添付

し、これを市長に提出しなければならな

い。ただし、その者が所有する固定資産が

前項各号のいずれかに該当することが明

らかであり、かつ、固定資産税を減免する

必要があると市長が認める場合は、この

限りでない。 

(1)～(5) [略] (1)～(5) [略] 

3 第1項の規定によって固定資産税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合

においては、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

3 第1項の規定により固定資産税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合に

は、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 
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(特別土地保有税の減免) (特別土地保有税の減免) 

第119条の3 [略] 第119条の3 [略] 

2 前項の規定によって特別土地保有税の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書に

減免を受けようとする事由を証明する書

類を添付し、これを市長に提出しなけれ

ばならない。 

2 前項の規定により特別土地保有税の減

免を受けようとする者は、納期限までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に減免

を受けようとする事由を証明する書類を

添付し、これを市長に提出しなければな

らない。ただし、その者が所有又は取得を

する土地が前項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、特別土地保

有税を減免する必要があると市長が認め

る場合は、この限りでない。 

(1)～(3) [略] (1)～(3) [略] 

3 第1項の規定によって特別土地保有税の

減免を受けた者は、その事由が消滅した

場合には、直ちにその旨を市長に申告し

なければならない。 

3 第1項の規定により特別土地保有税の減

免を受けた者は、その事由が消滅した場

合には、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

付 則 付 則 

 (令和6年能登半島地震災害に係る雑損控

除額等の特例) 

 第1条の6 所得割の納税義務者の選択によ

り、法附則第4条の4第4項に規定する特例

損失金額(以下この項において「特例損失

金額」という。)がある場合には、特例損

失金額(同条第4項に規定する災害関連支

出がある場合には、第3項に規定する申告

書の提出の日の前日までに支出したもの

に限る。以下この項及び次項において「損

失対象金額」という。)について、令和5年

において生じた法第314条の2第1項第1号

に規定する損失の金額として、この条例

の規定を適用することができる。この場

合において、第34条の2の規定により控除

された金額に係る当該損失対象金額は、

その者の令和7年度以後の年度分で当該

損失対象金額が生じた年の末日の属する

年度の翌年度分の市民税に係るこの条例

の規定の適用については、当該損失対象

金額が生じた年において生じなかったも

のとみなす。 
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 2 前項前段の場合において、第34条の2の

規定により控除された金額に係る損失対

象金額のうちに同項の規定の適用を受け

た者と生計を一にする令第48条の6第1項

に規定する親族の有する法附則第4条の4

第4項に規定する資産について受けた損

失の金額(以下この項において「親族資産

損失額」という。)があるときは、当該親

族資産損失額は、当該親族の令和7年度以

後の年度分で当該親族資産損失額が生じ

た年の末日の属する年度の翌年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用につい

ては、当該親族資産損失額が生じた年に

おいて生じなかったものとみなす。 

 3 第1項の規定は、令和6年度分の第36条の

2第1項又は第4項の規定による申告書(そ

の提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの

及びその時までに提出された第36条の3

第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があ

る場合(これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由がある

と市長が認める場合を含む。)に限り、適

用する。 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

第2条 平成30年度から令和9年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第4

条の4第3項の規定に該当する場合におけ

る第34条の2の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除

く。)」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第4条の4第3項の規定により

読み替えて適用される法第314条の2第1

項(第2号に係る部分に限る。)」として、

同条の規定を適用することができる。 

第2条 平成30年度から令和9年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第4

条の5第3項の規定に該当する場合におけ

る第34条の2の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除

く。)」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第4条の5第3項の規定により

読み替えて適用される法第314条の2第1

項(第2号に係る部分に限る。)」として、

同条の規定を適用することができる。 

 (令和6年度分の個人の市民税の特別税額

控除) 
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 第3条の5 令和6年度分の個人の市民税に

限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に

規定するところにより控除すべき市民税

に係る令和六年度分特別税額控除額を、

前年の合計所得金額が1,805万円以下で

ある所得割の納税義務者(次条及び付則

第3条の7において「特別税額控除対象納

税義務者」という。)の第34条の3、第34条

の6から第34条の9まで、付則第1条の5第

2項、付則第3条第1項、付則第3条の3の2

第1項、付則第5条の2の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

 2 前項の規定の適用がある場合における

第34条の7第2項、第47条の5第1項及び前

条の規定の適用については、第34条の7第

2項及び前条中「法附則第5条の6第2項」

とあるのは「法附則第5条の6第2項及び第

5条の8第6項」と、第47条の5第1項中「課

した」とあるのは「付則第3条の5第1項の

規定の適用がないものとした場合に課す

べき」と、「の前々年中」とあるのは「の

同項の規定の適用がないものとした場合

における前々年中」と、「、前々年中」と

あるのは「、付則第3条の5第1項の規定の

適用がないものとした場合における前々

年中」とする。 

 (令和6年度分の個人の市民税の納税通知

書に関する特例) 

 第3条の6 令和6年度分の個人の市民税に

限り、個人の市民税の納税通知書に記載

すべき各納期の納付額については、第41

条の規定にかかわらず、次に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特

別税額控除前の普通徴収に係る個人の

市民税の額(前条第1項の規定の適用が

ないものとした場合に算出される普通

徴収に係る個人の市民税の額をい

う。)、特別税額控除前の普通徴収に係

る個人の県民税の額(法附則第5条の8
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第1項及び第2項の規定の適用がないも

のとした場合に算出される普通徴収に

係る個人の県民税の額をいう。)及び普

通徴収に係る森林環境税の額の合算額

(以下この号において「特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の住民税の額」

という。)からその者の普通徴収に係る

個人の市民税の額、普通徴収に係る個

人の県民税の額及び普通徴収に係る森

林環境税の額の合算額を控除した額

(以下この項において「普通徴収の個人

の住民税に係る特別税額控除額」とい

う。)がその者の特別税額控除前の普通

徴収に係る個人の住民税の額を4で除

して得た金額(当該金額に1,000円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全

額が1,000円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項において「分割金額」と

いう。)に3を乗じて得た金額をその者

の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の住民税の額から控除した残額に相

当する金額(以下この項において「第1

期分金額」という。)に満たない場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納

期の納付額は、第40条第1項に規定する

第1期の納期(以下この項、次項及び次

条第1項において「第1期納期」という。)

においてはその者の第1期分金額から

その者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、

その他のそれぞれの納期においてはそ

の者の分割金額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第1期分金額以上で

あり、かつ、その者の第1期分金額とそ

の者の分割金額との合計額に満たない

場合には、当該納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、第1期納期におい

てはないものとし、第40条第1項に規定
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する第2期の納期(以下この項及び次条

第1項において「第2期納期」という。)

においてはその者の第1期分金額とそ

の者の分割金額との合計額からその者

の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額を控除した額とし、第40条

第1項に規定する第3期の納期(以下こ

の項において「第3期納期」という。)及

び同条第1項に規定する第4期の納期

(以下この項において「第4期納期」とい

う。)においてはその者の分割金額とす

る。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第1期分金額とその

者の分割金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第1期分金額とその者の

分割金額に2を乗じて得た金額との合

計額に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、

第1期納期及び第2期納期においてはな

いものとし、第3期納期においてはその

者の第1期分金額とその者の分割金額

に2を乗じて得た金額との合計額から

その者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、

第4期納期においてはその者の分割金

額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第1期分金額とその

者の分割金額に2を乗じて得た金額と

の合計額以上である場合には、当該納

税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、第1期納期、第2期納期及び第3期納

期においてはないものとし、第4期納期

においてはその者の普通徴収に係る個

人の市民税の額、普通徴収に係る個人

の県民税の額及び普通徴収に係る森林

環境税の額の合算額とする。 

 2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期
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から第47条第1項の規定により普通徴収

の方法によって徴収されることとなった

ものを除く。)を同項の規定により普通徴

収の方法によって徴収する場合について

は、前項の規定は、適用しない。 

 (令和6年度分の公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税に関する特例) 

 第3条の7 令和6年度分の個人の市民税に

限り、第47条の2第1項の規定により特別

徴収の方法によって徴収すべき公的年金

等に係る所得に係る個人の市民税(第3項

において「年金所得に係る特別徴収の個

人の市民税」という。)の額及び同条第2

項の規定により普通徴収の方法によって

徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税の額については、次に定め

るところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特

別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額(付則第3条の5第1項の規定

の適用がないものとした場合に算出さ

れる第47条の2第1項に規定する前年中

の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額(これと併せて賦課徴

収を行う森林環境税額を含む。以下こ

の号及び第5号において同じ。)の合算

額(以下この号及び第5号において「年

金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。)をいう。以下この号

及び第3項第1号において同じ。)からそ

の者の年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額を控除した額(以下こ

の項及び第3項において「年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。)がその者の特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の市民税の額

(特別税額控除前の年金所得に係る個

人の市民税の額から特別税額控除前の

特別徴収に係る個人の市民税の額(特

別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額の2分の1に相当する額をい
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う。以下この号において同じ。)を控除

した額をいう。以下この号において同

じ。)を2で除して得た金額(当該金額に

1,000円未満の端数があるとき、又は当

該金額の全額が1,000円未満であると

きは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「第

2期分金額」という。)をその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額から控除した残額に相当する金

額(以下この項において「第1期分金額」

という。)に満たない場合には、第1期納

期及び第2期納期に普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所

得に係る個人の市民税の額(以下この

項において「普通徴収対象税額」とい

う。)並びに第47条の3に規定する特別

徴収対象年金給付の支払をする際、特

別徴収の方法によって徴収すべき公的

年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額(以下この項及び第3項において

「特別徴収対象税額」という。)は、第

1期納期においてはその者の第1期分金

額からその者の年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額を控除し

た残額に相当する税額、第2期納期にお

いてはその者の第2期分金額に相当す

る税額、当該年度の初日の属する年の1

0月1日から11月30日までの間において

はその者の特別税額控除前の特別徴収

に係る個人の市民税の額を3で除して

得た金額(当該金額に100円未満の端数

があるとき、又は当該金額の全額が100

円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下こ

の項において「分割金額」という。)に

2を乗じて得た金額をその者の特別税

額控除前の特別徴収に係る個人の市民

税の額から控除した残額に相当する金

額(以下この項において「10月分金額」

という。)に相当する税額、同年12月1日
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から翌年の3月31日までの間において

はその者の分割金額に相当する税額と

する。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第1期分金額以

上であり、かつ、その者の第1期分金額

とその者の第2期分金額との合計額に

満たない場合には、普通徴収対象税額

及び特別徴収対象税額は、第1期納期に

おける税額はないものとし、第2期納期

においてはその者の第1期分金額とそ

の者の第2期分金額との合計額からそ

の者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、当該年度の初日の属す

る年の10月1日から11月30日までの間

においてはその者の10月分金額に相当

する税額、同年12月1日から翌年の3月3

1日までの間においてはその者の分割

金額に相当する税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第1期分金額と

その者の第2期分金額との合計額以上

であり、かつ、その者の第1期分金額、

その者の第2期分金額及びその者の10

月分金額の合計額に満たない場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対

象税額は、第1期納期及び第2期納期に

おける税額はないものとし、当該年度

の初日の属する年の10月1日から11月3

0日までの間においてはその者の第1期

分金額、その者の第2期分金額及びその

者の10月分金額の合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年12月1日から翌年の3月31

日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の年
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金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第1期分金額、そ

の者の第2期分金額及びその者の10月

分金額の合計額以上であり、かつ、その

者の第1期分金額、その者の第2期分金

額、その者の10月分金額及びその者の

分割金額の合計額に満たない場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対

象税額は、第1期納期及び第2期納期並

びに当該年度の初日の属する年の10月

1日から11月30日までの間における税

額はないものとし、同年12月1日から翌

年の1月31日までの間においてはその

者の第1期分金額、その者の第2期分金

額、その者の10月分金額及びその者の

分割金額の合計額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税

額、同年2月1日から3月31日までの間に

おいてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 (5) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第1期分金額、そ

の者の第2期分金額、その者の10月分金

額及びその者の分割金額の合計額以上

である場合には、普通徴収対象税額及

び特別徴収対象税額は、第1期納期及び

第2期納期並びに当該年度の初日の属

する年の10月1日から翌年の1月31日ま

での間における税額はないものとし、

同年2月1日から3月31日までの間にお

いてはその者の年金所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額に相当する税

額とする。 

 2 前項の規定の適用がある場合における

第47条の4の規定の適用については、同条

第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を

当該年度の初日の属する年の10月1日か

ら翌年の3月31日までの間における当該

特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収
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対象年金給付の支払の回数で除して得た

額」とあるのは、「付則第3条の7第1項各

号に規定する特別徴収の方法によって徴

収すべき額」とする。 

 3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年

金所得に係る特別徴収の個人の市民税の

額(第1項の規定の適用があるものを除

く。)については、次に定めるところによ

る。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額

(特別税額控除前の年金所得に係る個

人の市民税の額から第47条の5第1項に

規定する年金所得に係る仮特別徴収税

額を控除した額をいう。以下この号に

おいて同じ。)を3で除して得た金額(当

該金額に100円未満の端数があるとき、

又は当該金額の全額が100円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てた金額。以下この項におい

て「分割金額」という。)に2を乗じて得

た金額をその者の特別税額控除前の特

別徴収に係る個人の市民税の額から控

除した残額に相当する金額(以下この

項において「10月分金額」という。)に

満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の10月1

日から11月30日までの間においてはそ

の者の10月分金額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税

額、同年12月1日から翌年の3月31日ま

での間においてはその者の分割金額に

相当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の10月分金額以上

であり、かつ、その者の10月分金額とそ

の者の分割金額との合計額に満たない
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場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の10月1日から11

月30日までの間における税額はないも

のとし、同年12月1日から翌年の1月31

日までの間においてはその者の10月分

金額とその者の分割金額との合計額か

らその者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年2月1日から3月

31日までの間においてはその者の分割

金額に相当する税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の10月分金額とそ

の者の分割金額との合計額以上である

場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の10月1日から翌

年の1月31日までの間における税額は

ないものとし、同年2月1日から3月31日

までの間においてはその者の第47条の

5第2項の規定により読み替えられた第

47条の2第1項に規定する年金所得に係

る特別徴収税額に相当する税額とす

る。 

 4 前項の規定の適用がある場合における

第47条の4の規定の適用については、同条

第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を

当該年度の初日の属する年の10月1日か

ら翌年の3月31日までの間における当該

特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収

対象年金給付の支払の回数で除して得た

額」とあるのは、「付則第3条の7第3項各

号に規定する特別徴収の方法によって徴

収すべき額」とする。 

 5 令和6年度分の個人の市民税につき第47

条の6第1項の規定の適用がある場合につ

いては、前各項の規定は、適用しない。 

 (令和7年度分の個人の市民税の特別税額

控除) 

 第3条の8 令和7年度分の個人の市民税に
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限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に

規定するところにより控除すべき市民税

に係る令和七年度分特別税額控除額を、

同条第3項に規定する特別税額控除対象

納税義務者の第34条の3、第34条の6から

第34条の9まで、付則第1条の5第2項、付則

第3条第1項、付則第3条の3の2第1項、付則

第3条の4及び付則第5条の2の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 前項の規定の適用がある場合における

第34条の9第1項の規定の適用について

は、同項中「前3条」とあるのは、「前3条

並びに付則第4条第2項」とする。 

3 前項の規定の適用がある場合における

第34条の9第1項、付則第3条の5第1項及び

前条の規定の適用については、第34条の9

第1項中「前3条」とあるのは「前3条並び

に付則第4条第2項」と、付則第3条の5第1

項中「前条及び」とあるのは「前条、付則

第4条第2項及び」と、前条中「付則第3条

の4及び」とあるのは「付則第3条の4、次

条第2項及び」とする。 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

第6条の2 [略] 第6条の2 [略] 

2～13 [略] 2～13 [略] 

14 法附則第15条第25項第2号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

14 法附則第15条第25項第3号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

15 法附則第15条第25項第2号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

15 法附則第15条第25項第3号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

16 法附則第15条第25項第2号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

16 法附則第15条第25項第3号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

17 法附則第15条第25項第3号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

17 法附則第15条第25項第4号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

18 法附則第15条第25項第3号ロに規定す 18 法附則第15条第25項第4号ロに規定す
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る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

19 法附則第15条第25項第3号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

19 法附則第15条第25項第4号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、2分の1とする。 

20 [略] 20 [略] 

21 法附則第15条第32項に規定する市町村

の条例で定める割合は、2分の1とする。 

 

22 法附則第15条第33項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の2とする。 

21 法附則第15条第32項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の2とする。 

23 法附則第15条第38項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の2とする。 

22 法附則第15条第37項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の2とする。 

24 法附則第15条第42項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の1とする。 

23 法附則第15条第41項に規定する市町村

の条例で定める割合は、3分の1とする。 

25 法附則第15条第43項に規定する市町村

の条例で定める割合は、4分の3とする。 

24 法附則第15条第42項に規定する市町村

の条例で定める割合は、4分の3とする。 

26～27 [略] 25～26 [略] 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 

第6条の3 [略] 第6条の3 [略] 

2 [略] 2 [略] 

 3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2

項の認定長期優良住宅のうち区分所有に

係る住宅については、前項の申告書の提

出がなかった場合においても、長期優良

住宅の普及の促進に関する法律(平成20

年法律第87号)第5条第4項に規定する管

理者等から、法附則第15条の7第3項に規

定する期間内に施行規則附則第7条第4項

に規定する書類の提出がされ、かつ、当

該区分所有に係る住宅が法附則第15条の

7第1項又は第2項に規定する要件に該当

すると認められるときは、前項の規定に

かかわらず、同条第1項又は第2項の規定

を適用することができる。 

3～6 [略] 4～7 [略] 

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住
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改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第4項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第8項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第4項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第9項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

(1)～(7) [略] (1)～(7) [略] 

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第7条第9項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第7条第10

項各号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

9 法附則第15条の9の2第1項に規定する特

定耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該特

定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から3月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第7条

第10項各号に規定する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

10 法附則第15条の9の2第1項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該

特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が

完了した日から3月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第7

条第11項各号に規定する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

10 法附則第15条の9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5

項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、法附則第15条の

9第9項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第

7条第11項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

11 法附則第15条の9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5

項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、法附則第15条の9

第9項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第

7条第12項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

11 法附則第15条の9の3第1項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家

12 法附則第15条の9の3第1項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家
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屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定マンションに係

る同項に規定する工事が完了した日から

3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第16項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定マンションに係

る同項に規定する工事が完了した日から

3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第17項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(5) [略] (1)～(5) [略] 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第17項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律

(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3

条第1項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19

項に規定する基準を満たすことを証する

書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

13 法附則第15条の10第1項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第18項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律

(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3

条第1項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19

項に規定する基準を満たすことを証する

書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定す

る補助の算定の基礎となった当該耐震

基準適合家屋に係る耐震改修に要した

費用 

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定す

る補助の算定の基礎となった当該耐震

基準適合家屋に係る耐震改修に要した

費用 

(6) [略] (6) [略] 

13 [略] 14 [略] 

(土地に対して課する令和3年度から令和

5年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義) 

(土地に対して課する令和6年度から令和

8年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義) 

第7条 [略] 第7条 [略] 

(令和4年度又は令和5年度における土地

の価格の特例) 

(令和7年度又は令和8年度における土地

の価格の特例) 

第7条の2 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、

かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則

第17条の2第1項に規定する修正前の価格

第7条の2 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、

かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則

第17条の2第1項に規定する修正前の価格
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をいう。)を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

令和4年度分又は令和5年度分の固定資産

税に限り、当該土地の修正価格(法附則第

17条の2第1項に規定する修正価格をい

う。)で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

をいう。)を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

令和7年度分又は令和8年度分の固定資産

税に限り、当該土地の修正価格(法附則第

17条の2第1項に規定する修正価格をい

う。)で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和4

年度適用土地又は令和4年度類似適用土

地であって、令和5年度分の固定資産税に

ついて前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対して課する同年度分の固

定資産税の課税標準は、第61条の規定に

かかわらず、修正された価格(法附則第1

7条の2第2項に規定する修正された価格

をいう。)で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和

七年度適用土地又は令和七年度類似適用

土地であって、令和8年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこ

ととなるものに対して課する同年度分の

固定資産税の課税標準は、第61条の規定

にかかわらず、修正された価格(法附則第

17条の2第2項に規定する修正された価格

をいう。)で土地課税台帳等に登録された

ものとする。 

(宅地等に対して課する令和3年度から令

和5年度までの各年度分の固定資産税の

特例) 

(宅地等に対して課する令和6年度から令

和8年度までの各年度分の固定資産税の

特例) 

第8条 宅地等に係る令和3年度から令和5

年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格(当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の3の2の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当

該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。)に100分

の5(商業地等に係る令和4年度分の固定

資産税にあっては、100分の2.5)を乗じて

得た額を加算した額(令和3年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第349条の3又

第8条 宅地等に係る令和6年度から令和8

年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格(当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の3の2の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当

該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。)に100分

の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3又は附則第15条から第15条

の3までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該宅地等に
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は附則第15条から第15条の3までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額)を当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額(以下「宅

地等調整固定資産税額」という。)を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資

産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」

という。)を超える場合には、当該宅地等

調整固定資産税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整

固定資産税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に10分の6を乗じて得た額(当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第349条の3又は附則第15条から第

15条の3までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額)を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合には、同項

の規定にかかわらず、当該固定資産税額

とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和6年度から令和8年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格に10分の6を乗じて

得た額(当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第349条の3又は附則

第15条から第15条の3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額を超える場

合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の3又は附則第15条から第15条の

3までの規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産

税額に満たない場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和6年度から令和8年度までの各年度

分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に10分の2を乗じて得た

額(当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第349条の3又は附則第15条

から第15条の3までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額)を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。 
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4 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに

係る令和3年度から令和5年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第1項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分

の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の3

又は附則第15条から第15条の3までの規

定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに

係る令和6年度から令和8年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第1項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分

の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の3

又は附則第15条から第15条の3までの規

定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.7を超えるものに係る

令和3年度から令和5年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第1項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第

349条の3又は附則第15条から第15条の3

までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.7を超えるものに係る

令和6年度から令和8年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第1項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第

349条の3又は附則第15条から第15条の3

までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。 

(農地に対して課する令和3年度から令和

5年度までの各年度分の固定資産税の特

例) 

(農地に対して課する令和6年度から令和

8年度までの各年度分の固定資産税の特

例) 

第9条 農地に係る令和3年度から令和5年

度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税

額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額(当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第349条の3又は附則第

15条から第15条の3までの規定の適用を

第9条 農地に係る令和6年度から令和8年

度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税

額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額(当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第349条の3又は附則第

15条から第15条の3までの規定の適用を
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受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。)に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げ

る負担水準の区分に応じ、同表の右欄に

掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3

年度分の固定資産税にあっては、前年度

分の固定資産税の課税標準額)を当該農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固

定資産税額(以下「農地調整固定資産税

額」という。)を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額とする。 

受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)に、当該農地の当該年度の次の表の

左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得

た額を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額(以下「農地調整

固定資産税額」という。)を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

[表 略] [表 略] 

(特別土地保有税の課税の特例) (特別土地保有税の課税の特例) 

第11条 付則第8条第1項から第5項までの

規定の適用がある宅地等(付則第7条第2

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第

349条の3、第349条の3の2又は附則第15条

から第15条の3までの規定の適用がある

宅地等を除く。)に対して課する令和3年

度から令和5年度までの各年度分の特別

土地保有税については、第117条第1号及

び第120条の5中「当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る付

則第8条第1項から第5項までに規定する

課税標準となるべき額」とする。 

第11条 付則第8条第1項から第5項までの

規定の適用がある宅地等(付則第7条第2

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第3

49条の3、第349条の3の2又は附則第15条

から第15条の3までの規定の適用がある

宅地等を除く。)に対して課する令和6年

度から令和8年度までの各年度分の特別

土地保有税については、第117条第1号及

び第120条の5中「当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る付

則第8条第1項から第5項までに規定する

課税標準となるべき額」とする。 

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地

評価土地の取得のうち平成18年1月1日か

ら令和6年3月31日までの間にされたもの

に対して課する特別土地保有税について

は、第117条第2号中「不動産取得税の課

税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格

(法附則第11条の5第1項の規定の適用が

ないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて

得た額」とし、「令第54条の38第1項に規

定する価格」とあるのは「令第54条の38

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地

評価土地の取得のうち平成18年1月1日か

ら令和9年3月31日までの間にされたもの

に対して課する特別土地保有税について

は、第117条第2号中「不動産取得税の課

税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格

(法附則第11条の5第1項の規定の適用が

ないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて

得た額」とし、「令第54条の38第1項に規

定する価格」とあるのは「令第54条の38
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第1項に規定する価格(法附則第11条の5

第1項の規定の適用がないものとした場

合における価格をいう。)に2分の1を乗じ

て得た額」とする。 

第1項に規定する価格(法附則第11条の5

第1項の規定の適用がないものとした場

合における価格をいう。)に2分の1を乗じ

て得た額」とする。 

3～5 [略] 3～5 [略] 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

第12条の3 [略] 第12条の3 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第12条の3第1項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

第12条の4 [略] 第12条の4 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第12条の4第1項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

4 [略] 4 [略] 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第13条 [略] 第13条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 
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 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第13条第1項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第14条 [略] 第14条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

5 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第14条第1項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

第14条の2 [略] 第14条の2 [略] 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第14条の2第1項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

第15条 [略] 第15条 [略] 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5
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第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第15条第1項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第15条の2 [略] 第15条の2 [略] 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第15条の2第1項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

3～4 [略] 3～4 [略] 

5 第3項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

5 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第15条の2第3項後段の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第15条の3 [略] 第15条の3 [略] 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第15条の3第1項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

3～4 [略] 3～4 [略] 
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5 第3項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

5 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

 (5) 付則第3条の5及び付則第3条の8の

規定の適用については、付則第3条の5

第1項及び付則第3条の8中「所得割の

額」とあるのは、「所得割の額並びに付

則第15条の3第3項後段の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

6 [略] 6 [略] 

(東日本大震災に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告

等) 

(東日本大震災に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告

等) 

第17条 [略] 第17条 [略] 

2 法附則第56条第11項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の1月31日までに次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第24条第1

2項第2号に掲げる書類を添付した申告書

を市長に提出しなければならない。 

2 [略] 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 法附則第56条第11項の規定の適用

を受けようとする家屋(次号において

「特例適用家屋」という。)の所在、家

屋番号、種類、構造及び床面積(法附則

第15条の8第3項又は第5項の規定の適

用を受けようとする場合にあっては、

付則第6条の3第3項第2号又は第5項第2

号に掲げる事項) 

(2) 法附則第56条第11項の規定の適用

を受けようとする家屋(次号において

「特例適用家屋」という。)の所在、家

屋番号、種類、構造及び床面積(法附則

第15条の8第3項又は第5項の規定の適

用を受けようとする場合にあっては、

付則第6条の3第4項第2号又は第6項第2

号に掲げる事項) 

(3) 特例適用家屋を取得した年月日(法

附則第15条の6第1項若しくは第2項又

は法附則第15条の8第3項から第5項ま

での規定の適用を受けようとする場合

にあっては、付則第6条の3第1項第3号、

第2項第3号、第3項第3号又は第4項第3

号に掲げる事項) 

(3) 特例適用家屋を取得した年月日(法

附則第15条の6第1項若しくは第2項又

は法附則第15条の8第3項から第5項ま

での規定の適用を受けようとする場合

にあっては、付則第6条の3第1項第3号、

第2項第3号、第4項第3号又は第5項第3

号に掲げる事項) 

(4)～(6) [略] (4)～(6) [略] 

3 [略] 3 [略] 

4 法附則第56条第14項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属

4 [略] 
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する年の1月31日までに次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第24条第12

項第4号に掲げる書類を添付した申告書

を市長に提出しなければならない。 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 法附則第56条第14項の規定の適用

を受けようとする家屋(次号において

「特例適用家屋」という。)の所在、家

屋番号、種類、構造及び床面積(法附則

第15条の8第3項又は第5項の規定の適

用を受けようとする場合にあっては、

付則第6条の3第3項第2号又は第5項第2

号に掲げる事項) 

(2) 法附則第56条第14項の規定の適用

を受けようとする家屋(次号において

「特例適用家屋」という。)の所在、家

屋番号、種類、構造及び床面積(法附則

第15条の8第3項又は第5項の規定の適

用を受けようとする場合にあっては、

付則第6条の3第4項第2号又は第6項第2

号に掲げる事項) 

(3)～(6) [略] (3)～(6) [略] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

2 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

3 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

4 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれ

らの条名等の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の

特例に関する条例の一部改正) 

第2条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別

割の特例に関する条例(昭和47年那覇市条例第79号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(税率) (納期) 

第2条 特例法第2条に規定する合衆国軍隊

の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用

販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員

等」という。)の所有する原動機付自転車、

軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽

自動車等」という。)に対して課する種別

割の税率は、那覇市税条例第82条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動

車に対し、1台につき、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 年額 500円 

(2) 軽自動車 

4輪以上のもの 年額 3,000円 

第2条 特例法第2条に規定する合衆国軍隊

の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用

販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員

等」という。)の所有する原動機付自転車、

軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽

自動車等」という。)に対する種別割の納

期は、4月1日から同月30日までとする。た

だし、市長は、特別の事情がある場合にお

いて、これと異なる納期を定めることが

できる。 
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3輪又は2輪のもの 年額 1,000円 

(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円 

(徴収の方法) (徴収の方法) 

第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する

軽自動車等に対する種別割は、那覇市税

条例第85条及び地方税法第463条の18第1

項の規定にかかわらず、この条例の定め

るところにより証紙徴収の方法によって

徴収する。 

第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する

軽自動車等に対する種別割は、那覇市税

条例第85条及び地方税法第463条の18の

規定にかかわらず、この条例の定めると

ころにより、普通徴収又は証紙徴収の方

法によって徴収する。 

2 合衆国軍隊の所有する軽自動車等のう

ち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用す

るもので特例法第4条第2項の規定により

当該使用者に対して課する種別割の徴収

についても前項の方法による。 

2 合衆国軍隊の所有する軽自動車等のう

ち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用す

るもので特例法第4条第7項の規定により

当該使用者に対して課する種別割の徴収

についても前項の方法による。 

 3 前2項の規定により軽自動車税の種別割

を普通徴収の方法により徴収しようとす

る場合において納税者に交付すべき納税

通知書は、遅くとも、その納期限前10日ま

でに納税者に交付しなければならない。 

 4 第1項又は第2項の規定により軽自動車

税の種別割を証紙徴収の方法により徴収

しようとする場合には、納税者に本市が

発行する証紙をもってその税金を払い込

ませなければならない。この場合におい

ては、軽自動車税の種別割を納付する義

務が発生することを証する書類に、証紙

の額面金額に相当する現金の納付を受け

た後納税済印を押すことにより、証紙に

代えることができる。 

(証紙徴収の手続) (証紙徴収の手続) 

第4条 前条に規定する軽自動車等に対す

る種別割の納税義務者は、毎年4月中にお

いて那覇市の発行する証紙を購入して当

該種別割を払い込まなければならない。 

第4条 前条第1項又は第2項に規定する軽

自動車等に対する種別割の納税義務者

は、前条第4項の証紙により当該種別割を

払い込まなければならない。 

2 前項の場合において、種別割の納税義務

は、購入した証紙に納税済みの検印を受

けたときに完了するものとする。 

2 前項の場合において、種別割の納税義務

は、前条第4項の証紙に納税済みの検印を

受けたときに完了するものとする。 

 (税率) 

 第5条 合衆国軍隊の構成員等の所有する

軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、那覇市税条例第82条の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる軽自動車等に対
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し、1台につき、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 (1) 原動機付自転車 年額 500円 

 (2) 軽自動車 

 ア 4輪以上のもの 年額 3,000円 

 イ 3輪又は2輪のもの 年額 1,000

円 

 (3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円 

第5条 [略] 第6条 [略] 

備考 

1 前条の表備考1の規定は、この表による改正について準用する。 

2 前条の表備考2の規定は、この表による改正について準用する。 

 

   付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の那覇市税条例の規定中固定

資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改

正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第22

6号。次項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネル

ギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

4 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定す

る政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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議案第７６号 

 

 

 

専決処分の承認を求めることについて 

（那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定） 

 

 

 

 地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和６年３月 30日に公布されたこと

に伴い、那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、令和６

年４月１日施行のため急を要し、議会を招集する時間的余裕がなく、令和６年

３月 31日付専決処分したので、その承認を求めるため、この案を提出する。 

- 45 -



 

 

専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第179条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和６年３月31日 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

件名 那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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   那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 那覇市国民健康保険税条例(昭和47年那覇市条例第91号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(課税額) (課税額) 

第2条 [略] 第2条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が22万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、22万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が24万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、24万円とする。 

4 [略] 4 [略] 

(保険税の減額等) (保険税の減額等) 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる保険

税の納税義務者に対して課する保険税の

額は、第2条第2項本文の基礎課税額から

当該各号ア及びイに定める額を減額して

得た額(当該減額して得た額が65万円を

超える場合には、65万円)、同条第3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号ウ及びエに定める額を減額して得た

額(当該減額して得た額が22万円を超え

る場合には、22万円)並びに同条第4項本

文の介護納付金課税額から当該各号オ及

びカに定める額を減額して得た額(当該

減額して得た額が17万円を超える場合に

は、17万円)の合算額とする。 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる保険

税の納税義務者に対して課する保険税の

額は、第2条第2項本文の基礎課税額から

当該各号ア及びイに定める額を減額して

得た額(当該減額して得た額が65万円を

超える場合には、65万円)、同条第3項本

文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号ウ及びエに定める額を減額して得た

額(当該減額して得た額が24万円を超え

る場合には、24万円)並びに同条第4項本

文の介護納付金課税額から当該各号オ及

びカに定める額を減額して得た額(当該

減額して得た額が17万円を超える場合に

は、17万円)の合算額とする。 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得
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者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき29万円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者(前号に該当す

る者を除く。) 

者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき29万5千円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該

当する者を除く。) 

ア～カ [略] ア～カ [略] 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき53万5千円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき54万5千円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。) 

ア～カ [略] ア～カ [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

   付 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 改正後の那覇市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第７７号 

 

 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 291 条の３第１項の規定により、沖

縄県後期高齢者医療広域連合の規約を別紙のとおり変更することに係る協議に

ついて、議会の議決を求める。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 48 号）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行期日が令和６年 12月２日と定められ、現行の被保険者証は同日以降、

発行されなくなることに伴い、沖縄県後期高齢者医療広域連合規約を変更する

ことについて協議するため、地方自治法第 291条の 11の規定により、この案を

提出する。 
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沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議書 
 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」（令和５年政令第 374 号）により、「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律」（令和５年法律第 48 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日が令和６

年 12 月２日と定められ、現行の被保険者証は同日以降、発行されなくなることに伴い、

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約（別表第１、第４条関係）の「被保険者証及び資格

証明書」を変更する必要があるため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 291 条の

３第１項の規定により、下記の関係地方公共団体において変更することについて協議し

定める。 

 

＜変更後＞ 

附 則 

 この規約は、令和６年 12 月２日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

 ⑵資格確認書等の引渡し 

 ⑶資格確認書等の返還の受付 

 
＜変更前＞ 
別表第１（第４条関係） 
 ⑵被保険者証及び資格証明書の引渡し 
 ⑶被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

 
記 

関係地方公共団体 
那覇市、 宜野湾市、 石垣市、 浦添市、 名護市、 糸満市、 沖縄市、 
豊見城市、 うるま市、 宮古島市、 南城市、 国頭村、 大宜味村、 東村、 
今帰仁村、 本部町、 恩納村、 宜野座村、 金武町、 伊江村、 読谷村、 
嘉手納町、 北谷町、 北中城村、 中城村、 西原町、 与那原町、 南風原町、 
渡嘉敷村、 座間味村、 粟国村、 渡名喜村、 南大東村、 北大東村、 伊平屋村、 
伊是名村、 久米島町、 八重瀬町、 多良間村、 竹富町、 与那国町  

 
 
 
令和６年 月  日 

那覇市長 知念 覚     
 

原本と相違ない事を証明する。 
令和６年 月  日 

  那覇市長  知念 覚   
         ※協議書の写しに原本証明 
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報告第１５号 

 

 

 

令和５年度那覇市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 

 

地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に基づき、別紙のとおり令和５年度

那覇市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

                       那覇市長 知念 覚    
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運

動
場

建
設

事
業

24
6,

28
1,

00
0

69
,8

85
,7

00
0

23
,6

35
,0

00
25

,9
00

,0
00

0
20

,3
50

,7
00

施
設

維
持

管
理

費
（

小
学

校
）

77
6,

00
0

77
6,

00
0

0
0

0
0

77
6,

00
0

天
妃

小
学

校
校

舎
建

設
事

業
25

9,
81

1,
00

0
11

2,
29

2,
24

6
0

0
63

,0
00

,0
00

0
49

,2
92

,2
46

古
蔵

小
学

校
屋

内
運

動
場

建
設

事
業

90
9,

44
1,

00
0

60
1,

06
1,

60
0

0
77

,9
08

,0
00

31
4,

40
0,

00
0

0
20

8,
75

3,
60

0

小
学

校
管

理
運

営
費

8,
25

0,
00

0
8,

25
0,

00
0

0
0

0
0

8,
25

0,
00

0

小
学

校
教

材
等

整
備

費
3,

22
9,

00
0

3,
22

9,
00

0
0

0
0

0
3,

22
9,

00
0

59
6,

12
5,

00
0

32
,6

46
,9

88
0

0
0

0
32

,6
46

,9
88

安
岡

中
学

校
⾧

寿
命

化
改

良
（

予
防

改
修

）
事

業
1,

45
1,

00
0

1,
45

1,
00

0
0

0
0

0
1,

45
1,

00
0

10
 教

育
費

1 
教

育
総

務
費

2 
小

学
校

費

3 
中

学
校

費
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単
位

：
円

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

令
和

5年
度

那
覇

市
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
金

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

収
入

特
定

財
源

一
般

財
源

寄
宮

中
学

校
⾧

寿
命

化
改

良
（

予
防

改
修

）
事

業
1,

79
2,

00
0

1,
79

2,
00

0
0

0
0

0
1,

79
2,

00
0

松
島

中
学

校
⾧

寿
命

化
改

良
事

業
46

,7
74

,0
00

26
,2

92
,8

00
0

0
0

0
26

,2
92

,8
00

松
島

中
学

校
屋

内
運

動
場

建
設

事
業

54
6,

10
8,

00
0

3,
11

1,
18

8
0

0
0

0
3,

11
1,

18
8

70
,2

37
,0

00
19

,6
53

,0
00

0
17

,7
07

,0
00

0
0

1,
94

6,
00

0

伊
江

殿
内

庭
園

保
存

整
備

事
業

13
,0

57
,0

00
10

,1
53

,0
00

0
10

,1
07

,0
00

0
0

46
,0

00

崇
元

寺
跡

保
存

整
備

事
業

57
,1

80
,0

00
9,

50
0,

00
0

0
7,

60
0,

00
0

0
0

1,
90

0,
00

0

16
,9

40
,0

00
16

,9
40

,0
00

0
0

0
0

16
,9

40
,0

00

学
校

給
食

専
用

昇
降

機
入

替
事

業
16

,9
40

,0
00

16
,9

40
,0

00
0

0
0

0
16

,9
40

,0
00

18
,1

20
,6

00
,0

00
11

,1
01

,3
70

,4
68

25
1,

40
9,

88
4

4,
63

5,
54

7,
13

8
5,

05
3,

70
0,

00
0

0
1,

16
0,

71
3,

44
6

10
 教

育
費

3 
中

学
校

費

4 
社

会
教

育
費

5 
保

健
体

育
費

合
計
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報告第１６号 

 

 

 

令和５年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 

 

地方公営企業法第 26条第３項の規定に基づき、令和５年度那覇市水道事業会

計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

令
和
５
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
業

名
予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年

度
繰

越
額

不
用

額

補
助
金

補
償
金

建
設
改
良

積
立
金

1 資 本 的 支 出

1 建 設 改 良 費

建
設
改
良
事
業

1,
26
3,
05
2,
00
0

29
1,
49
3,
35
6

繰
　
　
越

工
事
資
金

82
,4
25
,4
00

　
現
場
の
施
工
条
件
変
更
等
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た
こ
と
か
ら
適
正
工

期
を
確
保
す
る
た
め
。

左
の
財
源
内
訳

9
46
,1
21
,2
00

64
,2
01
,0
00

31
,2
60
,0
00

76
8,
23
4,
80
0

25
,
4
3
7
,
4
4
4

0

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

説
明
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報告第１７号 

 

 

 

令和５年度那覇市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 

 

地方公営企業法第 26条第３項の規定に基づき、令和５年度那覇市下水道事業

会計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

建
設
改
良
事
業

1,
47
0,
14
8,
00
0
72
7,
92
0,
20
8
72
6,
74
4,
03
2

33
5
,4
36
,2
07

18
3,
00
0,
00
0

81
,0
56
,6
93

12
7,
25
1
,
1
3
2

1
5
,
4
8
3
,
7
6
0

0
　
関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

こ
と
か
ら
適
正
工
期
を
確
保
す
る
た
め
。

　
地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

建
設
改
良
事
業

57
9,
66
8,
30
6
51
7,
38
5,
37
4

62
,2
82
,9
32

37
,3
69
,7
59

0
0

24
,9
1
3
,
1
7
3

0
0
　
工
事
に
伴
う
磁
気
探
査
に
お
い
て
不
発
弾
が
発

見
さ
れ
た
が
、
そ
の
処
理
に
不
測
の
日
数
を
要
す

た
め
。

令
和
５
年
度
那
覇
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
業

名
予
算
計
上
額

１ 資 本 的 支 出

１ 建 設 改 良 費

損
益
勘
定

留
保
資
金

説
明

支
払
義
務

発
生
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の
財
源
内
訳

翌
年

度
繰

越
額

補
助
金

支
払
義
務

発
生
額

企
業
債

繰
　
　
越

工
事
資
金

損
益
勘
定

留
保
資
金

説
明

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

繰
　
　
越

工
事
資
金

不
用
額

企
業
債

１ 資 本 的 支 出

１ 建 設 改 良 費

左
の
財
源
内
訳

不
用
額

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

款
項

事
業

名
予
算
計
上
額

補
助
金
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報告第１８号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び市長

等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

制定） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚 
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専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき平成12年３月24日議会の議決により指

定された、法令の改廃に伴い当然必要な、当該法令の題名及び条項を引用する規定

の整備を内容とする条例の改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和６年３月31日 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

件名 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び市長等の損害賠償

責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

- 66 -



那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び市長等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

 

(那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正) 

第1条 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年那覇市条例第35

号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第6条 法第34条において準用する地方自

治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の

2第8項の規定により水道事業及び下水道

事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければな

らない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が20万円以上である場合とする。 

第6条 法第34条において準用する地方自

治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の

8第8項の規定により水道事業及び下水道

事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければな

らない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が20万円以上である場合とする。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正) 

第2条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和2年那覇市条例第50号)の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第243条の2第1項の規定に基

づき、市長若しくは市の委員会の委員若

しくは委員又は市の職員(同法第243条の

2の2第3項の規定による賠償の命令の対

象となる者を除く。)(以下これらを「市

長等」という。)の市に対する損害を賠償

する責任の一部を免れさせることに関し

必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第243条の2の7第1項の規定

に基づき、市長若しくは市の委員会の委

員若しくは委員又は市の職員(同法第243

条の2の8第3項の規定による賠償の命令

の対象となる者を除く。)(以下これらを

「市長等」という。)の市に対する損害を

賠償する責任の一部を免れさせることに

関し必要な事項を定めるものとする。 

(損害賠償責任の一部免責) (損害賠償責任の一部免責) 

第2条 [略] 第2条 [略] 

2 地方自治法第243条の2第1項の条例で定

める額は、市長等に係る地方自治法施行

令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第

1号に規定する普通地方公共団体の長等

の基準給与年額に、次の各号に掲げる市

2 地方自治法第243条の2の7第1項の条例

で定める額は、市長等に係る地方自治法

施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4

第1項第1号に規定する普通地方公共団体

の長等の基準給与年額に、次の各号に掲
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長等の区分に応じ、当該各号に定める数

を乗じて得た額とする。 

げる市長等の区分に応じ、当該各号に定

める数を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

備考 前条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

 

付 則 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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報告第１９号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（市道銘苅 35号歩道切り下げ部接触事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

                       那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、損害賠償額の決定及び和解について、次のとおり専決処分す

る。 

 

 

 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

                     那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名  市道銘苅 35 号歩道切り下げ部接触事故 

   

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  西原町上原在住 

  賠  償  額  9,946 円 

  

３ 和 解 事 項 

(1) 那覇市は賠償の相手方に対し、責任割合を３割として上記の賠償額を支払

う。  

(2) 那覇市と相手方は、今後本件に関して如何なる事情が発生しても、双方と

も一切異議の申立てをしないことを確認する。 
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報告第２０号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

令和６年５月１日 

那覇市長 知念 覚 

１ 議決事件名 工事請負契約について（真地市営住宅第１期建替工事（建

築）） 

（令和５年３月 17日同意） 

工 事 名  真地市営住宅第１期建替工事（建築） 

契約の相手方 

受注者 高橋土建・辰雄建設・尚輪興建共同企業体 

代表者 住所 沖縄県那覇市前島３丁目 13番 11号 

商号 株式会社 高橋土建 

氏名 代表取締役 玉城 俊夫 

構成員 住所 沖縄県那覇市宮城１丁目 16番 19号１階 

商号 有限会社 辰雄建設 

氏名 代表取締役 安里 繭子 

構成員 住所 沖縄県那覇市字真地 421番地 15 

商号 株式会社 尚輪興建 

氏名 代表取締役 下地 喜広 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 2,370,674,900円 

変更する金額 2,380,178,900円 
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報告第２１号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和６年４月 26日 

 

那覇市長 知念 覚 

 

１ 議決事件名  工事請負契約について（大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ

棟・建築）） 

（令和５年３月 17日同意） 

工 事 名  大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ棟・建築） 

契約の相手方 

受注者 野原建設・正吉建設・ＩＭＩＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ共同企

業体 

代表者 住所 沖縄県那覇市長田２丁目 10番 32号 

         商号 株式会社 野原建設 

         氏名 代表取締役 上地 修 

構成員 住所 沖縄県那覇市字仲井真 365‐２ 

         商号 株式会社 正吉建設 

         氏名 代表取締役 赤嶺 勲 

構成員 住所 沖縄県那覇市上之屋一丁目 10番 10号 

         商号 株式会社 ＩＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

         氏名 代表取締役 池原 紀夫 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 912,362,000円 

変更する金額 921,592,100円 
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報告第２２号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和６年４月 26日 

 

那覇市長 知念 覚 

 

１ 議決事件名  工事請負契約について（大名市営住宅第４期建替工事（Ｃ

棟・建築）） 

（令和５年３月 17日同意） 

工 事 名  大名市営住宅第４期建替工事（Ｃ棟・建築） 

契約の相手方 

受注者 東恩納組・金城組・平川建設共同企業体 

代表者 住所 沖縄県那覇市古波蔵１丁目 20番 30号 

         商号 株式会社 東恩納組 

         氏名 代表取締役社長 東恩納 惟 

構成員 住所 沖縄県那覇市字安里 45番地 

         商号 株式会社 金城組 

         氏名 代表取締役 金城 永真 

構成員 住所 沖縄県那覇市具志１丁目 12番３号 

         商号 株式会社 平川建設 

    氏名 代表取締役 平川 哲也 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 1,032,881,300円 

変更する金額 1,041,064,200円 
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報告第２３号 

 

 

 

専決処分の報告について（車両事故） 

 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、訴訟物の価額が 100 万円以下の和解について、次のとおり専

決処分する。 

 

令和 ６年 ５月 17 日 

那覇市長 知 念 覚 

 

 

１ 事  件  名 車両事故 

２ 相  手  方 沖縄県那覇市東町在住 

        

３ 和解事項 

 （１）相手方は那覇市に対し、責任割合を 8割として 47,670 円の賠償額を支

払う。 

 （２）相手方と那覇市は、今後本件に関し、上記賠償額を支払うべきことの

ほか何らの債権債務のないことを確認する。 
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報告第２４号        

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

                       那覇市長 知念 覚    

 

 

 

 

- 79 -



 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、契約金額の 100 分の５以内でその額が 1,000 万円を超えない

範囲の契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和 ６年 ３月 19 日 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１  議決事件 名  工事請負契約について 

（古蔵小学校屋内運動場及びプール改築工事（建築）） 

（令和５年３月 17 日同意） 

 

工   事   名   古蔵小学校屋内運動場及びプール改築工事（建築） 

 

契約の相手方  

受注者 先嶋建設・小波津組・新建共同企業体 

 

      代表者 沖縄県那覇市松山１丁目 35 番２号 

          先嶋建設 株式会社 

          代表取締役 黒島 一洋 

 

      構成員 沖縄県那覇市港町二丁目１番６号 

          株式会社 小波津組 

          代表取締役 小波津 英慎 

 

      構成員 沖縄県那覇市具志３丁目４番 20 号２F 

          株式会社 新建 

          代表取締役 ゴルシャニ サルシャレ 仁美 

 

２  変更する事項  契約金額 

 既 決 金 額  838,344,100 円 

 変更する金額   848,218,800 円 
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報告第２５号        

 

 

 

専決処分の報告について（車両損傷事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

 

                       那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

令和６年５月 10 日 

那覇市長 知念 覚 

１ 事  件  名 車両損傷事故 

２ 賠償の相手方 

  及び賠償額 

   相 手 方  沖縄県那覇市前島在 

           

   賠 償 額  834,850 円 
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報告第２６号 

専決処分の報告について(車両事故) 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

令和６年６月５日 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、損害賠償の額の決定及び和解について、次のとおり専決処分

する。 

令和６年３月 29 日 

那覇市長 知念 覚  

１ 事  件  名 車両事故 

２ 賠償の相手方 

  及び 賠償 額 

   相 手 方 沖縄県那覇市首里金城町在 

            

   賠 償 額 6,422 円 

３ 和 解 事 項 

(1)  本件事故における過失割合は、那覇市が１割、相手方が９割である。 

(2)  那覇市は、相手方に対し、本件事故に関する損害賠償金として、金 6,422 

円を支払う。 

(3)  相手方と那覇市との間には、上記賠償金のほか、一切の債権債務関係 

   がないことを確認する。 

(4)  那覇市と相手方は、今後本件事故に関し、裁判上又は裁判外において 

一切の異議、請求申立てをしないことを誓約する。 
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